
　　文　部　科　学　大　臣　殿

昼夜

年

有

■クラス担任制： 有

資格・検定名 種別 受験者数 合格者数

言語聴覚士 ② 　　84人 　　　83人

人
人
人
％

■卒業者に占める就職者の割合
％

（令和 4

※種別の欄には、各資格・検定について、以下の①～③のいずれかに該
当するか記載する。
①国家資格・検定のうち、修了と同時に取得可能なもの
②国家資格・検定のうち、修了と同時に受験資格を取得するもの

③その他（民間検定等）

■自由記述欄

： 95.0

156人 109人 8人 43人 50人

課外活動

卒業・進級
条件

成績評価

■成績表：

S（90～100）、A（80～89）、B（70～79）、C（60～69）、D
（0～59）
S / A / B / C …合格、D…不合格

■成績評価の基準・方法

学則に定める所定の科目を修了し、卒業判定会議にて
承認を得られたもの。

■課外活動の種類
特になし

■サークル活動： 無

0人

■個別相談・指導等の対応
学修支援等

記

教育・社会福祉 福祉教育専門課程

分野 認定課程名

480時間

学校名 設置認可年月日

学科の目的
本学科は、言語聴覚士を養成するにあたり、厚生労働省の指針にもとづき教育課程を編成している。卒業後、医療現場で専門職として活躍するために
は、単に専門性の高い知識や技術の習得だけでなく、業界が求める専門性や人材ニーズに応えるための教育の実践が必要である。そこで、教育理念の
「修学実践」に基づき、実践力を高める教育として臨床実習に重きを置き、時代の変化に即して高度の専門能力を備えた人材を育成する。

0時間

日本福祉教育専門学校 昭和61年4月1日

設置者名 設立認可年月日

校長名 所在地

大谷　修
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場二丁目16番3号

（電話） 03-3205-1611
代表者名 所在地

兼任教員数

2

修業年限

総教員数

実験

432時間2266時間

専門士 高度専門士

実習演習

昼間

生徒総定員 生徒実員 専任教員数

年度卒業者に関する

令和5年7月1日 時点の情報）

就職等の
状況

■主な就職先、業界等（令和元年度卒業生）

主な学修成果
（資格・検定等）

■国家資格・検定/その他・民間検定等
甲府病院、鶴巻温泉病院、新横浜リハビリテーション病院、東神奈
川リハビリテーション病院、千葉・柏リハビリテーション病院

（令和元年度卒業者に関する令和2年5月1日時点の情報）

■就職指導内容
就職・キャリア支援セミナー、履歴書の書き方指導、就職面接指導
その他、随時個別面談

■卒業者数 71
■就職希望者数 66
■就職者数 63
■就職率　　　　　　　　　　： 95

昭和61年3月31日

全課程の修了に必要な
総授業時数又は総単位

数

■その他
・進学者数：　　　　　　　　　　　　0人

留学生数（生徒実員の内数）

学校法人敬心学園

適宜応じている

長期休み

（別紙様式１－１）

時間

言語聴覚療法学科
平成7年文部科学大臣

告示第7号
-

令和5年9月1日

　下記の専修学校の専門課程を職業実践専門課程として認定する課程として推薦します。

職業実践専門課程として認定する専修学校の専門課程の推薦について

講義 実技

1364時間 0時間

小林　光俊
〒169-0075
東京都新宿区高田馬場一丁目32番15号

（電話） 03-6734-2939
認定学科名

学期制度
■前期：4月1日～9月30日
■後期：10月1日～3月31日

■学年始め：4月1日
■夏　　季：8月7日～9月19日
■冬　　季：12月26日～1月8日
■学 年 末：1月30日～3月31日



13 名 10 ％

中途退学
の現状

■民間の評価機関等から第三者評価：　　　　　有・無

私立専門学校等評価研究機構（平成24年度受審）
https://www.nippku.ac.jp/school/education/pdf/evaluation.pdf

当該学科の
ホームページ

ＵＲＬ
https://www.nippku.ac.jp/

体調不良、進路転換、学業不振、家庭事情など

令和4年4月1日時点において、在学者119名（令和4年4月1日入学者を含む）
令和5年3月31日時点において、在学者108名（令和5年3月31日卒業者を含む）
■中途退学の主な理由

■中退防止・中退者支援のための取組

連続欠席者に対する連絡、経済的困窮者への学費サポート相談、教務推進委員会を中心とした中退抑制策の検討

経済的支援
制度

■学校独自の奨学金・授業料等減免制度：　　　　　有・無
①有資格者支援制度・・・本校指定の資格保有者に対し、授業料を50.000円又は30.000円減免する。
②敬心学園卒業生支援制度・・・敬心学園グループ校の卒業生は、対象学科へ入学される際に入学金（10万〜20万円）が免除となる。
③経済的支援制度・・・家計の急激な変化などにより困窮に陥り、就学の意志があるにも関わらず、学費納入が困難となった者に対し、学業を奨励し学校生活を支援す
る。

■専門実践教育訓練給付：　　　　　給付対象・非給付対象
※給付対象の場合、前年度の給付実績者数について任意記載

第三者による
学校評価

（例）学校生活への不適合・経済的問題・進路変更等

(例）カウンセリング・再入学・転科の実施等

■中退率■中途退学者

https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/
https://www.nippku.ac.jp/


種別

②

③

（年間の開催数及び開催時期）

言語聴覚療法学科　学科長

板野　弘明 事務局　教務課

（２）教育課程編成委員会等の位置付け
※教育課程の編成に関する意思決定の過程を明記

本学科では、前期、後期と年２回の教育課程編成委員会を開催している、前期の教育課程編成委員会では、前年度の取り組み実態の報告
と、次年度のカリキュラム改善に向けたテーマ設定を行う。後期の委員会では決定されたテーマについて委員それぞれの見地から取り組み
や工夫の提案をいただき、学科としての方針を決定する。教育課程編成委員会にて議論された事柄は、その後の学科教員会議へフィード
バックされ、その意見を参考にしながら適宜カリキュラムの編成・調整を行う。

（４）教育課程編成委員会等の年間開催数及び開催時期

年2回　（10月、3月）

（５）教育課程の編成への教育課程編成委員会等の意見の活用状況
近年、精神的不調により退学をする学生が多く、学科の中退率にも大きく影響している。メンタルヘルスの問題を抱える学生への対応が教
育運営上の課題である。本学科はこれまで１学年について特定の担任教員を定めていなかったが、専任教員全般に対応窓口を拡げる意図
に基づくこの施策が、逆に学生の教員へのアプローチのハードルを高めている可能性が指摘され、令和４年度から１学年についても担任を
置くことになった。

＊　教育課程編成委員会等の規則

名　前

市川　勝

畠田　将行

吉川　千晶

　※委員の種別の欄には、委員の種別のうち以下の①～③のいずれに該当するか記載すること。
　　　①業界全体の動向や地域の産業振興に関する知見を有する業界団体、職能団体、
　　　　地方公共団体等の役職員（１企業や関係施設の役職員は該当しません。）
　　　②学会や学術機関等の有識者
　　　③実務に関する知識、技術、技能について知見を有する企業や関係施設の役職員

所　　　属

北里大学医療衛生学部リハビリテーション学科

江東リハビリテーション病院リハビリテーション科

事務局　教務課

任期

令和4年4月1日～令和6年
3月31日（2年間）

令和4年4月1日～令和6年
3月31日（2年間）

浜田　智哉

＊　教育課程編成委員会等の開催記録

（開催日時（実績））
第１回　令和3年10月14日　10:00～11:00

（別途、以下の資料を提出）
＊　教育課程編成委員会等の位置付けに係る諸規程

＊　教育課程編成委員会等の企業等委員の選任理由（推薦学科の専攻分野との関係等）※別紙様式３－１

１．「専攻分野に関する企業、団体等（以下「企業等」という。）との連携体制を確保して、授業科目の開設その他の教育課程の編成を行って
いること。」関係

（１）教育課程の編成（授業科目の開設や授業内容・方法の改善・工夫等を含む。）における企業等との連携に関する基本方針

（３）教育課程編成委員会等の全委員の名簿
令和4年4月1日現在

職種連携・協働力、主体的・自立的に意欲を持って行動・実行する態度、またこれらを実現するためのコミュニケーションスキルを身につける
ために、積極的に企業との連携の機会をもつ。教育課程編成委員会にて、関連団体・企業に在籍する委員らと共に、具体的な対応策・改善
策を議論する。

第２回　令和4年3月22日　15:00～16:00

＊　学校又は法人の組織図



実習指導者会議を通じ、実習コンセプトの交換とトラブルシューティングを行なっている。実習期間中には実習地訪問を行い、実習生・実習
地に特異的、個別性の高い事柄について調整を行う。実習後の実習評価では、実習地によって成績のばらつきがないように、統計的に成
績を補正するとともに、実習施設には次年度に向けた改善策を提案する。

（３）具体的な連携の例※科目数については代表的な５科目について記載。

科　目　名 科　目　概　要 連　携　企　業　等

臨床実習

臨床実習は外部施設（企業）において行う。1人の実習生あたり、計
２カ所の施設にて計12週、480時間行う。経験のある実習指導者の
個別指導のもと、障害児・者の情報収集、評価、訓練立案、訓練実
施まで実施する。

江東ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院、ｲﾑｽ東京葛飾
病院、練馬光が丘病院、世田谷記念病
院、板橋中央総合病院、東京逓信病院
ほか

原則、臨床実習は外部施設（企業）において行う。実習内容は臨床現場の特性、対象児・者の障害特性、実習生の到達度にあわせ、柔軟
に設定していただいている。主に臨床態度の習得に重点を置き、多様なニーズに対応できる柔軟性と創造性がある、患者様から信頼される
言語聴覚士の育成を目指す。

２．「企業等と連携して、実習、実技、実験又は演習（以下「実習・演習等」という。）の授業を行っていること。」関係

（１）実習・演習等における企業等との連携に関する基本方針

（２）実習・演習等における企業等との連携内容
※授業内容や方法、実習・演習等の実施、及び生徒の学修成果の評価における連携内容を明記

（別途、以下の資料を提出）
＊　企業等との連携に関する協定書等や講師契約書（本人の同意書及び企業等の承諾書）等



＊　研修等の計画（推薦年度における計画）

＊　研修等に係る諸規程
＊　研修等の実績（推薦年度の前年度における実績）

②指導力の修得・向上のための研修等

研修名「敬心学園合同ハラスメント対策研修」（連携企業等：株式会社エデュース）
期間：令和4年3月8日（火）　　　　　　対象：学園全教職員
内容：ハラスメントの定義／ハラスメントの種類と留意点／ハラスメントのレベル／ハラスメントのリスク／
　　　　　ハラスメントの防止対策　など

（３）研修等の計画
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「第23回日本言語聴覚学会」（連携企業等：日本言語聴覚士協会）
期間：令和4年6月24日（金）～25日（土）　　　　　　対象：会員
内容：成長し続ける臨床家になる　－言語聴覚療法の深みと広がりの探求－

研修名「多様な学生への向き合い方　～一人一人に合わせた最適化指導とは～」（連携企業等：㈱進研アド）
期間：令和4年11月24日（木）　　　　　　対象：一般
内容：「個別指導に関するワークショップ型セミナー」

（別途、以下の資料を提出）

養成施設が良質な専門職教育の質を保つためには、教育の向上が不可欠である。
そのためには、学校には教員の自発的な研鑽活動を支援する責務がある。本校では平成23年3月に「教員の自己研鑽促進システム」を制
定したが、その後「日本福祉教育専門学校 組織的な研修等の実施規程」に内容を改めた。
各学科においては、この規程に基づき、企業等と連携した「専攻分野における実務に関する知識、技術、技能を修得・向上するための研修」
ならびに、「授業及び生徒に対する指導力等を修得・向上するための研修」を組織的に計画・受講していくことで、教育力の向上に努めるも
のとする。
なお、規程には研修・研究への支援を奨励すると共にその機会を保証し、研究活動の方法、費用補助の方法、成果報告の方法などを記載
している。

（２）研修等の実績
①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「第23回日本言語聴覚学会」（連携企業等：日本言語聴覚士協会）
期間：令和4年6月24日（金）～25日（土）　　　　　　対象：会員
内容：成長し続ける臨床家になる　～言語聴覚療法の深みと広がりの探求～

②指導力の修得・向上のための研修等

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「認定言語聴覚士講習会（吃音）」（連携企業等：日本言語聴覚士協会）
期間：令和4年10/9.10、11/3、1/8.9、2/11.12　　　　　　対象：言語聴覚士
内容：吃音分野の認定言語聴覚士となるための実務研修

①専攻分野における実務に関する研修等

研修名「第6回日本リハビリテーション医学会秋季学術集会」（連携企業等：日本リハビリテーション医学会）
期間：令和4年11月4日（金）～6日（日）　　　　　　対象：会員
内容：リハビリテーション医学の多様性と包括性

３．「企業等と連携して、教員に対し、専攻分野における実務に関する研修を組織的に行っていること。」関係

（１）推薦学科の教員に対する研修・研究（以下「研修等」という。）の基本方針



種別

卒業生

卒業生

企業等委員

企業等委員

企業等委員

＊　自己評価結果公開資料
＊　学校関係者評価結果公開資料（自己評価結果との対応関係が具体的に分かる評価報告書）

＊　学校関係者評価委員会の企業等委員の選任理由書（推薦学科の専攻分野との関係等）※別紙様式３－２

（７）学生の受入れ募集 学生の募集と受入れ

（３）学校関係者評価結果の活用状況

① 卒業生連携の推進
通信教育部：ZOOMを活用した在校生と卒業生のオンライン交流会の実施。
介護福祉学科：卒業生を中心に想定したスキルアップ講座の開講

② 中途退学抑制への取り組み強化
教務推進委員会を中心に中退理由の深堀りのための取り組み強化として、退学者面談記録フォーマットの統一、入学早期の個別面談を実
施した

（別途、以下の資料を提出）

（１１）国際交流
※（１０）及び（１１）については任意記載。

行成　裕一郎

大竹　宏和

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）
URL: https://www.nippku.ac.jp/school/education/pdf/30_hyouka.pdf
公表時期：令和4年3月8日

（５）学校関係者評価結果の公表方法・公表時期

所　　　属 任期
社会福祉法人　西東京市社会福祉協議会
総務課　法人運営係

令和4年4月1日～令和6年3月31日
（2年）

地域活動支援センター エナジーハウス
令和4年4月1日～令和6年3月31日
（2年）

社会福祉法人　豊島区民社会協議会
共生社会推進・事業開発課

令和4年4月1日～令和6年3月31日
（2年）

医療法人社団桜尚会　さくら歯科口腔外科クリニック　こと
ばの発達支援ルーム

令和4年4月1日～令和6年3月31日
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　※委員の種別の欄には、学校関係者評価委員として選出された理由となる属性を記載すること。

肥後　義道 府中市役所
令和4年4月1日～令和6年3月31日
（2年）

（４）学校関係者評価委員会の全委員の名簿

毎年6月に行う自己評価の結果の透明性・客観性を高め、学校の運営改善を行うために、卒業生・関係業界や各種関係団体に属する学校
外の関係者より組織した学校関係者評価委員会に評価報告書を報告し、広く意見を求めるものとする。
学校関係者評価委員会はその評価結果や今後の改善方策等についてとりまとめ、広く公表するとともに、学校はこれを自己評価の改善方
策の検討において活用し、次年度の重点目標の設定や具体的取組の改善を図る。

（２）「専修学校における学校評価ガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの評価項目 学校が設定する評価項目

（１）教育理念・目標 教育理念・目的・育成人材像
（２）学校運営 学校運営
（３）教育活動 教育活動
（４）学修成果 教育成果
（５）学生支援

（８）財務 財務
（９）法令等の遵守 法令等の遵守
（１０）社会貢献・地域貢献 社会貢献

学生支援
（６）教育環境 教育環境

岡田　望希

名　前

松山　慎司

（１）学校関係者評価の基本方針

　　　令和4年4月1日現在

４．「学校教育法施行規則第１８９条において準用する同規則第６７条に定める評価を行い、その結果を公表していること。また、評価を行う
に当たっては、当該専修学校の関係者として企業等の役員又は職員を参画させていること。」関係



フリガナ 所属部署
氏名 役職名

ＴＥＬ ＦＡＸ
E-mail

学則
高等教育の修学支援新制度の認定情報
職業実践専門課程の基本情報（様式4）
介護福祉学科 教育課程編成委員会議事録
社会福祉士養成学科 教育課程編成委員会議事録
精神保健福祉士養成学科 教育課程編成委員会議事録
言語聴覚療法学科 教育課程編成委員会議事録
社会福祉士養成科 教育課程編成委員会議事録
精神保健福祉士養成科 教育課程編成委員会議事録
自己評価報告書
学校関係者評価委員会議事録

学校が設定する項目
（１）学校の概要、目標及び計画 校長の挨拶、学校概要、学科概要、沿革

（１）企業等の学校関係者に対する情報提供の基本方針

（備考）
　・用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とする（別紙様式１－２、２－１、２－２、３－１、３－２、４、５、６、７についても同じ。）。

URL:　https://www.nippku.ac.jp/

（別途、以下の資料を提出）
＊　情報提供している資料

事務担当責任者

マンザキ　ヤスシ
萬崎　保志

所在地 〒169-0075
東京都新宿区高田馬場2-16-3
03-3205-1611 03-3205-1610
y-manzaki@nippku.ac.jp

教務課
教務担当次長

（３）情報提供方法

（８）学校の財務 財務
（９）学校評価 自己点検・自己評価、学校関係者評価、第三者評価
（１０）国際連携の状況 留学生のみなさま

（１１）その他

卒業生、関係業界、職能団体や専門分野別の各種関係団体、高等学校等、保護者・地域住民等に対し、学校ホームページにおける情報公
開のほか、入学案内等の印刷物でも情報提供を行っている。

（２）「専門学校における情報提供等への取組に関するガイドライン」の項目との対応
ガイドラインの項目

※（１０）及び（１１）については任意記載。

（５）様々な教育活動・教育環境 キャンパスライフ、サークル紹介
（６）学生の生活支援 学費サポート、提携学生寮
（７）学生納付金・修学支援 学費サポート

（２）各学科等の教育 学則、学科紹介、学科概要
（３）教職員 講師紹介、組織図
（４）キャリア教育・実践的職業教育 「就職の日福」万全のサポート体制、オープン講座

（ホームページ　・　広報誌等の刊行物　・　その他（　　　　　　　　　　　）　　　）

５．「企業等との連携及び協力の推進に資するため、企業等に対し、当該専修学校の教育活動その他の学校運営の状況に関する情報を提
供していること。」関係
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（別紙様式１－２）                  　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
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1 〇 医学概論

健康と疾病の概念、疾病の原因と発生機序について
の学習をする。そして、感染症や悪性腫瘍などの病
態の発生を理解する。さらに、医療行為の過程にお
ける倫理や環境改善に基く保健医療と生活習慣病な
どの疾病予防の重要性について学習する。

1 16 1 〇 〇 〇

2 〇 解剖学 人体の構造の基礎を理解する。 1 30 2 〇 〇 〇

3 〇 生理学
言語聴覚士として基本と成る身体の働き、特に、言
語聴覚学の基礎を理解することを目的とする。

1 30 2 〇 〇 〇

4 〇 病理学

病気における生体の変化を解説し，専門用語を整理
する。病理学はしばしば基礎医学と臨床医学の境界
領域に位置づけられるが，この授業で習得した知識
や考え方が臨床医学の場で発展されることを目指
す。

1 30 2 〇 〇 〇

5 〇 総合演習Ⅰ

言語臨床の軸となる基本的視点を学ぶ。
コミュニケーション障害のある方の社会生活上の困
難、考えていることを理解する。
また、臨床家がアプローチするにあたっての姿勢を
理解する。

1 48 3 〇 〇 〇

6 〇 内科学
内科の各領域のアプローチ法と代表的疾患を理解で
きる

1 30 2 〇 〇 〇

7 〇 小児科学 言語聴覚士に必要な小児科学の知識を習得する。 1 16 1 〇 〇 〇

8 〇 精神医学 主たる精神疾患の全体像を理解する。 1 16 1 〇 〇 〇

9 〇 リハビリテーション医学
チームアプローチにおける様々な職種の役割を理解
し言語聴覚士としての役割を身に付ける。

1 30 2 〇 〇 〇

10 〇 耳鼻咽喉科学
耳鼻咽喉科学の基礎を習得し、その上で各種疾患の
診断・治療について理解する。

1 30 2 〇 〇 〇

11 〇 臨床神経学
言語聴覚士としての診療に必要な病態、検査、治療
について学ぶ

1 16 1 〇 〇 〇

12 〇 形成外科学 言語聴覚士に必要な形成外科学の知識を習得する。 1 16 1 〇 〇 〇

13 〇 総合演習Ⅱ

言語臨床においては、幅広い領域の専門知識を俯瞰
し、統合的な視点にたつことが求められる。
総合演習Ⅱでは、障害のある方の現状や生活を知
り、多職種でのアプローチを理解することがねらい
となる。

1 36 2 〇 〇 〇

14 〇 臨床歯科医学・口腔外科学

口腔・顎・顔面の形態、機能を理解し、その部位の
疾患の概念を理解する。併せて、歯科医学的な治療
の概念および歯科医学な治療の特徴を生かした機能
障害の診断・治療の概要を理解する。

1 30 2 〇 〇 〇

授業科目等の概要

（福祉教育専門課程言語聴覚療法学科）令和4年度
分類

授業科目名 授業科目概要
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15 〇
呼吸発生発語系の構造・機
能・病態

呼吸器・発声器官の解剖・生理・病態を通して疾病
を理解する

1 30 2 〇 〇 〇

16 〇 聴覚系の構造・機能・病態

他者とのコミュニケーションだけでなく、貴重な情
報源でもある聴覚に関して、聴覚の構造・メカニズ
ムさらには、障害を理解する。
聴覚障害によりどのようなことが起こるのか中枢へ
の影響も含めて理解を深める。

1 30 2 〇 〇 〇

17 〇 神経系の構造・機能・病態

言語聴覚士をめざして学習に取り込む学生に対し
て、臨床にて必要な神経内科学、高次脳機能障害学
を学ぶ上での基本的知識としての神経解剖学、神経
生理学、神経科学について講義を行う。また、診療
の場で必要な神経可塑性について、神経回復と再生
のメカニズムについて学習をし、機能回復の対象と
なる中枢神経系の障害をきたす各種疾患の病態の理
解を深める他，治療体系の中におけるリハビリテー
ションの位置づけなどを身につけることを目標とす
る。

1 30 2 〇 〇 〇

18 〇 認知・学習心理学 臨床の基礎となる「認知・学習心理学」を学ぶ。 1 30 2 〇 〇 〇

19 〇 心理測定法

心理実験と調査を題材に、実験計画法とデータ解析
の基礎、心理学論文の書き方の習得を目指す。具体
的には、実験と調査を実際に体験し、そのデータ処
理を行なった上で、レポートを作成する

1 30 2 〇 〇

20 〇 臨床心理学 臨床心理学の基礎知識を身につける。 1 30 2 〇 〇 〇

21 〇 生涯発達心理学 発達心理学の基礎的な知識を身につける。 1 30 2 〇 〇 〇

22 〇 総合心理学

心理実験と調査を題材に、実験計画法とデータ解析
の基礎、心理学論文の書き方の習得を目指す。具体
的には、実験と調査を実際に体験し、そのデータ処
理を行なった上で、レポートを作成する

1 30 2 〇 〇 〇

23 〇 言語学
共通日本語の言語事実を素材として言語学の基礎を
なす諸概念を身につける。

1 30 2 〇 〇 〇

24 〇 音声学
共通日本語の言語事実を素材として音声学の基礎を
なす諸概念を身につける。

1 30 2 〇 〇 〇

25 〇 音響学

今後の専門科目の授業の理解や将来の言語聴覚士の
臨床上に役立つように、音の特性・音声の生成過
程・音声の音響分析の基礎について学習し、その知
識を応用できるようになる。

1 30 2 〇 〇 〇

26 〇 聴覚心理学
音の世界の中で生きていく聴覚障害者の聴覚特性を
より良く理解し支援できる言語聴覚士としての能力
を養う。

1 30 2 〇 〇 〇

27 〇 言語発達学

乳幼児期から学童期にかけての言語発達について学
ぶ。言語発達が、運動や認知、対人関係といった
様々な事柄がかかわっていることを捉え、言語発達
における基本的な諸理論を習得する。また、ことば
の側面から子どもの発達を捉え、言語発達を促すた
めの方法について理解を深める。

1 30 2 〇 〇 〇

28 〇 社会保障制度・関係法規

公的な医療保険や介護保険等の社会保険を中心とし
た社会保障制度全般について学習するとともに、言
語聴覚士法等関連する諸法規の内容を把握する。ま
た、各制度の歴史的沿革や将来の展望についても可
能な限り理解を深めることを目標とする。

1 16 1 〇 〇 〇

29 〇 社会福祉概論
社会福祉の概念・理念及び歴史を学び、生活保護を
はじめとする関連制度を理解する。

1 16 1 〇 〇 〇



30 〇 リハビリテーション概論

リハビリテーション医学基礎知識とリハビリテー
ション発展の歴史・現状・課題並びにリハビリテー
ション主要分野の概要等について知識の修得。更に
は、リハビリテーションと深い関連を有する福祉・
医療・保健等について知識の修得を目指す。

1 16 1 〇 〇

31 〇 障害児教育概論
障害児教育の現状と課題を知り、言語聴覚士として
障害児の発達を支援することの教育的意義と関わり
方を学ぶ。

1 16 1 〇 〇 〇

32 〇 言語聴覚障害総論Ⅰ
コミュニケーション障害に対する仕事を担うにあ
たっての基本的姿勢を学ぶ。

1 30 2 〇 〇 〇

33 〇 言語聴覚障害総論Ⅱ
言語聴覚士の臨床各領域において、関連する障害や
言語聴覚士の役割を理解する。

1 30 2 〇 〇 〇

34 〇 言語聴覚障害総論Ⅲ 言語聴覚士の基礎知識を総合的に身に付ける。 2 30 2 〇 〇 〇

35 〇 言語聴覚障害診断学
臨床における総合的な視点を持ち、対応する能力を
身につける。

2 30 2 〇 〇 〇

36 〇 総合演習Ⅲ

言語臨床においては、幅広い領域の専門知識を俯瞰
し、統合的な視点にたつことが求められる。総合演
習Ⅲでは、実際の臨床を理解するとともに、地域社
会における言語聴覚士の役割を知ることをねらいと
する。

2 46 3 〇 〇 〇

37 〇 失語症Ⅰ
失語症の基礎知識（解剖、症状、タイプ分類、鑑別
検査）を理解する。

1 30 2 〇 〇 〇

38 〇 失語症Ⅱ
脳画像の見方、標準失語症検査の手続きを理解す
る。

1 30 2 〇 〇 〇

39 〇 失語症演習Ⅰ
スクリーニング検査、標準失語症検査（SLTA)の手続
きを理解する。

1 30 1 〇 〇 〇

40 〇 失語症演習Ⅱ 失語症の評価・訓練選択の流れを理解する。 2 30 1 〇 〇 〇

41 〇 高次脳機能障害Ⅰ 高次脳機能障害の臨床の基礎知識を身につける。 1 30 2 〇 〇 〇

42 〇 高次脳機能障害Ⅱ
高次脳機能障害の臨床と評価方法の基本知識を身に
つける。

1 30 2 〇 〇 〇

43 〇 高次脳機能障害演習Ⅰ
観察・記録・言語スクリーニング検査・神経心理学
的検査について扱う。評価の基本動作を身につける
ことを目的とする。

1 30 1 〇 〇 〇

44 〇 高次脳機能障害演習Ⅱ
記録および評価・訓練までの臨床的知識を運用する
能力を身につける

2 30 1 〇 〇 〇

45 〇 言語発達障害概論
発達障害についての全体像を理解し、各障害タイプ
の診断基準・特性・言語発達障害を知ることで、今
後の各論に生かすことができるようにする。

1 16 1 〇 〇 〇

46 〇 知的障害
知的障害の概念を理解し、その評価と支援について
学ぶ。

1 30 2 〇 〇 〇

47 〇 自閉症スペクトラム障害

自閉症スペクトラム障害の診断基準や障害特性、言
語・コミュニケーション障害の特徴などの知識を身
に付ける。また、自閉症スペクトラム障害に適した
支援方法を理解し、対象児に合わせて適切に言語コ
ミュニケーション支援ができるよう知識を身に付け
る。

1 30 2 〇 〇 〇



48 〇 言語発達障害演習Ⅰ

問診等の情報収集と併せて、現在の児の発達水準、
言語発達水準を把握するために必要な検査に関する
知識を身に付ける。さらに、検査結果をもとに、児
の状態を言語病理学的に診断し、訓練目標を設定す
るための知識を身に付ける。

1 30 1 〇 〇 〇

49 〇 言語発達障害演習Ⅱ
言語発達障害児の状態を客観的、具体的に把握し、
適切に言語聴覚療法を適用できるようにする。

2 30 1 〇 〇 〇

50 〇 脳性麻痺・重複障害
脳性麻痺及び重複障害の病態や発達、支援について
理解する。

2 16 1 〇 〇 〇

51 〇 学習障害
学習障害を理解することで、その障害のある子ども
のおかれている状況を把握し、どのように指導・支
援したらよいのかについて考える力をつける

2 16 1 〇 〇 〇

52 〇 音声障害
音声障害の臨床について理解し、評価・訓練につい
ても説明することができるようにする。

1 16 1 〇 〇 〇



53 〇 機能性構音障害
機能性構音障害の評価・訓練を実施することができ
るようになるために、構音障害の定義と分類を理解
し、検査結果のまとめと訓練の立案について学ぶ。

1 30 2 〇 〇 〇

54 〇 器質性構音障害
器質性構音障害の評価・訓練を実施することができ
るようになるために、構音障害の定義と分類を理解
し、検査結果のまとめと訓練の立案について学ぶ。

1 16 1 〇 〇 〇 〇

55 〇 運動障害性構音障害

この講義では運動障害性構音障害の基礎知識の習
得、評価方法を中心に行う。
①原因となる疾患をあげ、病態を説明できるように
なること②運動性構音障害の発声発語器官の運動・
構音を観察・記録し、検査を実施できるようになる
こと③模擬症例の情報から、評価に必要な情報を抽
出できること、以上の3点を主な学習目標とする。

1 30 2 〇 〇 〇

56 〇 嚥下障害
摂食嚥下障害に関する基本的な知識と機能を理解す
る。

1 30 2 〇 〇 〇

57 〇 吃音
流暢性障害（吃音）の定義、診断基準、原因、症状
分類などの知識を身に付け、評価法や治療法を適切
に適用できることを目指す。

1 16 1 〇 〇 〇

58 〇 発声発語・嚥下障害演習Ⅰ 発声発語・嚥下障害患者の評価方法を学ぶ。 1 30 1 〇 〇 〇

59 〇 発声発語・嚥下障害演習Ⅱ 発声発語・嚥下障害患者の評価方法を学ぶ。 2 30 1 〇 〇 〇

60 〇 聴覚機能検査
基本的な聴覚検査の原理・目的について理解し、実
施することができるようになる。

1 16 1 〇 〇 〇

61 〇 小児聴覚障害 小児難聴の特徴と現状の問題点を理解する。 1 30 2 〇 〇 〇

62 〇 成人聴覚障害 成人聴覚障害の臨床を理解する 1 30 2 〇 〇 〇

63 〇 補聴器
補聴器について正しい知識を学び、リハビリとして
の捉え方を理解する。

2 16 1 〇 〇 〇

64 〇 人工内耳 人工内耳の臨床を理解する。 1 16 1 〇 〇 〇

65 〇 視覚聴覚二重障害
視聴覚二重障害者（盲ろう児・者）の状態像を理解
し、その評価と支援の方法について学ぶ

2 16 1 〇 〇 〇

66 〇 聴覚障害演習Ⅰ
聴覚障害の基本的な知識を臨床にむけて活用できる
ようになる。

1 30 1 〇 〇 〇

67 〇 聴覚障害演習Ⅱ
聴覚障害の評価やリハビリテーション、社会福祉資
源について理解する。

2 30 1 〇 〇 〇

68 〇 臨床実習

外部施設において、1人の実習生あたり、計２カ所の
施設にて計12週、480時間の現場実習を行う。経験の
ある実習指導者の個別指導のもと、障害児・者の情
報収集、評価、訓練立案、訓練実施まで実施する。

2 480 12 〇 〇 〇 〇 〇

科目 2,266単位時間(119単位)

１　一の授業科目について、講義、演習、実験、実習又は実技のうち二以上の方法の併用により行う場合
  については、主たる方法について○を付し、その他の方法について△を付すこと。

２　企業等との連携については、実施要項の３（３）の要件に該当する授業科目について○を付すこと。

卒業要件及び履修方法 授業期間等

合計

学則に定める所定の科目を修了し、卒業判定会議にて承認を得られたもの。
１学年の学期区分 2期
１学期の授業期間 20週

（留意事項）


